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新株予約権等に関する事項
（1）新株予約権の概要
当社が既に発行している新株予約権の概要は、次のとおりです。

発行回次
（付与決議日）

新株予約権
の数

目的である
株式の種類
及び数

新株
予約権の
払込金額

行使時の
払込金額 行使期間

第１回新株予約権
（2011年６月28日） 69個 普 通 株 式

6,900株
１個当たり
67,000円

１株当たり
１円

2011年７月15日
～2041年７月14日

第２回新株予約権
（2012年６月27日） 118個 普 通 株 式

11,800株
１個当たり
76,500円

１株当たり
１円

2012年７月14日
～2042年７月13日

第３回新株予約権
（2013年６月26日） 143個 普 通 株 式

14,300株
１個当たり
79,900円

１株当たり
１円

2013年７月18日
～2043年７月17日

第４回新株予約権
（2014年６月26日） 179個 普 通 株 式

17,900株
１個当たり
84,900円

１株当たり
１円

2014年７月16日
～2044年７月15日

第５回新株予約権
（2015年６月25日） 145個 普 通 株 式

14,500株
１個当たり
121,500円

１株当たり
１円

2015年７月15日
～2045年７月14日

第６回新株予約権
(2016年６月28日) 133個 普 通 株 式

13,300株
１個当たり
132,500円

１株当たり
１円

2016年７月21日
～2046年７月20日

第７回新株予約権
(2017年６月27日) 163個 普 通 株 式

16,300株
１個当たり
123,900円

１株当たり
１円

2017年７月20日
～2047年７月19日

第８回新株予約権
(2018年６月26日) 159個 普 通 株 式

15,900株
１個当たり
128,500円

１株当たり
１円

2018年７月19日
～2048年７月18日

（注）1. 新株予約権者のうち、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。

2. 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において
定めることとしております。



（2）当社役員が保有する新株予約権の状況
上記(1)の新株予約権のうち、当社役員が保有する新株予約権の区分別の状況は、次のとおり

です。
区分 発行回次 新株予約権の数 目的である株式の数 保有者数

取締役
（社外取締役を除く。）

第１回新株予約権 50個 5,000株 1名
第２回新株予約権 73個 7,300株 2名
第３回新株予約権 86個 8,600株 3名
第４回新株予約権 103個 10,300株 3名
第５回新株予約権 83個 8,300株 5名
第６回新株予約権 75個 7,500株 5名
第７回新株予約権 96個 9,600株 5名
第８回新株予約権 94個 9,400株 5名



株式会社の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（1）業務の適正を確保するための体制の決定内容の概要
当社取締役会において決議した、内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりでありま

す。

当社は、「創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献する」ことを経営理念として掲げ、
歯科医療という公共性の高い分野で事業を行っている。また、企業が健全に存続し続けるために
は、企業としての社会的責任を果たすことが不可欠であり、当社のように公共性の高い分野で事
業を行う企業に対しては、そのことがより強く求められる。そこで、当社は企業としての社会的
責任を果たすための取組みの一環として、コンプライアンスを重視した経営を推進することと
し、以下のとおり内部統制システムを整備する。

①取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営理念を実践するために「松風グループ行動規範」を制定して、松風の役員（執
行役員含む。以下同じ）及び社員として求められる規範を明示するとともに、社長執行役員を
委員長とする倫理委員会を設置し、役員及び社員が法令・定款及び社内規程を遵守し、共通の
倫理的価値観を持つための体制の構築及び運用・維持を行う。また、市民社会の秩序や安全に
脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を遮断する。
さらに、コンプライアンスを重視した経営を担保するため、社長執行役員の直属組織として
監査室を置き、監査室による内部監査と監査役監査の連携を図るなど、チェック体制の充実を
図る。併せて社内外に窓口を置く内部通報制度を設け、通報者が不利益な扱いを受けないこと
を明確に示すことによって、不祥事の早期発見に努める。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る情報については、別に定める「取締役会規程」、「常務会規
程」、「稟議規程」、「内部情報管理規程」及び「文書取扱規程」において、情報の性質に応じた
保存年限、保存方法等を定め、適切に保存し管理する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
松風グループのコンプライアンス、品質、環境、災害、情報セキュリティ、与信等に係るリ
スクについては、それぞれの担当部門で規程、ガイドラインを制定、教育研修を実施するほ
か、マニュアルの作成・配布等を行うことを通じて、担当する業務に関するリスクの早期把握
に努め、リスク回避及びリスクの最小化のために必要な措置を講じ、関係部門と連携を図り対
応を行う。



また、新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合は、速やかに対応責任者を定め、必
要な対応をとる。
さらに、内部監査を通じて、リスクの発見やリスク対応措置の見直しを行い、継続的な体制
改善を図る。

④取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監
督等を行う。
コーポレートガバナンスの強化を図るため、諮問機関としてコーポレートガバナンス会議を
置き、経営戦略、計画等の議論を行うほか、代表取締役社長の諮問機関である指名・報酬協議
会で取締役の選解任、報酬、後継者育成等に関する事項を審議し、公正性・透明性・客観性を
担保する。
取締役は、法令、定款に基づくほか、重要事項については、「取締役会規程」、「常務会規
程」、「職務権限規程」によって定められた決裁権限に基づいて、適正に職務を執行する。
また、迅速な意思決定を行うことにより、効率的な職務執行を図るため、担当執行役員制度
及び執行役員制度を導入し、執行役員は、取締役会及び担当執行役員の指導・監視のもと、委
譲された権限を行使して職務を執行する。
さらに、常務執行役員以上の執行役員及び役付取締役で構成する常務会を設置し、取締役会
への付議事項の審査、取締役会から委嘱を受けた事項、その他経営に関する戦略的事項等重要
事項の決定を行うとともに、中長期経営計画、年度経営計画等重要経営課題の検討、立案及び
実行管理を行い、事業活動の円滑化、経営効率の向上を図る。
上記の職務執行にかかる意思決定については、「稟議規程」に基づき稟議により決定する。

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ全体の企業価値及び経営効率の向上を図り、社会的責任を全うするために

「関係会社管理規程」を制定し、親会社・子会社間の指揮・命令、連携を密にし、管理・指導
等を行い、企業集団としての業務の適正を図る。これらを総合企画部が主管する。
また、「松風グループ行動規範」を当社及び国内外の子会社すべてに適用し、グループ全体
のコンプライアンス体制強化を図る。
当社及び子会社各社は、金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制」システムの構
築、評価及び報告に関し、適切な運営を図る。
また、子会社各社についても当社監査室による内部監査及び当社監査役による監査役監査を
実施する。子会社各社は自社の業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する。



⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合は、監査役の指名する社員に委
嘱することとする。当該社員の人事考課については監査役会の同意を得て実施する。当該社員
を対象とする人事異動を行うにあたっては、監査役会の同意を得て行う。

⑦取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査役会に職務の執行状況を報告する。また、監査役は、取締役会その他重要な
会議に出席するとともに、必要に応じて取締役、執行役員又は社員に報告を求めることができ
る。監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いは受けない。さら
に、関係部門及びグループ会社の調査、重要案件の決裁書の確認などにより監査を行うほか、
必要に応じ子会社の取締役、社員等から報告を受ける。また、当社の会計監査人から会計監査
内容について説明を受けるとともに、会計監査人との情報の交換を行う。
監査役会は、子会社監査役を含めた相互の情報提供や意見交換を十分に行うほか、監査室や

会計監査人との緊密な連携を図る。
監査役は、その職務の執行に必要な費用等を会社に請求できるほか、必要に応じ、会社の費

用で、外部専門家を任用することができる。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
①コンプライアンスに対する取組みの状況
当社は「松風グループ行動規範」を制定し、松風の役員及び社員として求められる規範を明
示するとともに、当社及び国内外のすべてのグループ会社に周知徹底を図っております。ま
た、階層別のコンプライアンス教育の実施やコンプライアンスに関する情報を定期的に発信
し、コンプライアンス意識の向上に注力するとともに、反社会的勢力との関係を一切遮断して
おります。その他、不祥事の早期発見及び是正を図るために、社内外に窓口を置く内部通報制
度を設け、その運用状況を取締役会に報告しております。

②情報の保存及び管理に対する取組みの状況
取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づき、情報の性質に応じた保存年
限、保存方法等を定め、適切に保存・管理しております。



③損失の危険の管理に対する取組みの状況
当社は、コンプライアンス、品質、環境、災害、情報セキュリティ、与信等に関する規程及
びガイドラインを制定するほか、コンプライアンス、情報セキュリティ等をテーマにした教育
研修を実施し、リスク回避やリスクの最小化に努めております。また、監査室による内部監査
を行い、社長執行役員に結果を報告するとともに、リスクの発見やリスク対応措置の見直しを
行い、継続的な業務体制の改善を図っております。

④職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況
取締役会は、社外取締役４名を含む取締役９名で構成され、社外監査役２名を含む監査役４
名も出席しております。当期における取締役会は18回開催し、重要事項の決定、取締役の業
務執行状況の監督等を行い、活発な意見交換がなされております。当社は、効率的な職務執行
を図るため、担当執行役員制度及び執行役員制度を導入し、執行役員は、取締役会及び担当執
行役員の指導・監視のもと、委譲された権限を行使して職務を執行しております。また、常務
執行役員以上の執行役員及び役付取締役で構成する常務会では、取締役会への付議事項の審
査、取締役会から委嘱を受けた事項、その他経営に関する戦略的事項等、特に重要な事項を審
査・決定しております。

⑤当社グループにおける業務の適正の確保に対する取組みの状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、親会社・子会社間の指揮・命令、連携を密にし、
管理・指導等を行いながら企業集団としての業務の適正を図っております。また、国内外の子
会社の役職員に対しても「松風グループ行動規範」の周知徹底を図り、グループ全体のコンプ
ライアンス体制を強化しております。その他、子会社に対して、当社監査室による内部監査及
び当社監査役による監査役監査を実施しております。

⑥監査役監査の実効性の確保に対する取組みの状況
監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会及
びその他の重要会議への出席、関係部門及びグループ会社の調査、重要案件の決裁書の確認等
を通じて、取締役の職務執行の監査等を行っております。また、監査室や会計監査人と緊密な
連携を図るとともに、子会社監査役等を含めた相互の情報提供や意見交換を行っております。



株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

(1) 基本方針の内容
当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買

付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判
断に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、歯科器材の国際的メーカーである当社の経営においては、当社の有形無形の経営資

源、将来を見据えた施策の潜在的効果、そして世界の歯科医療に貢献し、このことを通じて人々
の「健康」と「美」に貢献するという当社に与えられた社会的使命、それら当社グループの企業
価値を構成する要素等への理解が不可欠であり、これらを継続的に維持、向上させていくために
は、当社グループの企業価値の源泉等を機軸とした中長期的な視野を持った取組みが必要不可欠
であると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期
的視点に立った施策が実行されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当
社グループに関わる全てのステークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。
当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努め

ておりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得
対価が妥当かどうかなど大規模買付者による大規模買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に
適切にご判断いただくためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供
されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かか
る買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画したとき
の経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式
の継続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。

（2）当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現
に資する特別な取組み
当社では、「創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献する」という経営理念とともに、

「質の重視と量の拡大」「変化への挑戦」を行動指針として企業価値の向上に努めております。ま
た、当社グループでは、連結売上高500億円、連結営業利益75億円の実現に向けて、欧米を中
心とした先進国市場や、経済成長に伴う生活水準の向上が期待される新興国市場の需要を取り込
むべく、経営資源を海外へシフトし、海外事業の拡大を軸に取り組んでまいります。具体的な取
組みとしては、「中期経営計画」を策定し、①地域の需要・ニーズに適合した新製品の開発、②
生産拠点の再配置、海外生産の拡大、③販売網・販売拠点の整備及び国内外学術ネットワークの
構築、④海外展開を積極的に進めるための人材育成・確保といった重点施策を通じて、企業価値
ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。
また、激しい企業環境の変化に迅速に対応し、責任の明確化を図り、機動性を確保することを



目的として、2011年６月の株主総会において取締役の員数を大幅に削減するとともに、業務執
行に関する意思決定のスピードを速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役８名の
うち２名は独立社外取締役でありますが、当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行
うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこ
と、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる
ことが、独立社外取締役の主たる役割の一つと考えております。さらに、当社は、社外役員の独
立性を確保するために、当社独自の社外役員の独立性基準を定めております。加えて、代表取締
役２名及び独立社外取締役２名で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬
等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、すべての取締役及び監査役
で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値
の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申
しております。
なお、当社は、取締役及び監査役の、就任時及び就任後に必要とされる知識、情報を提供する

ため、外部研修等の活用を含め、適宜役員研修を実施しております。
このような体制整備のほか、当社では情報開示の充実がコーポレート・ガバナンスにとって有

効な機能を果たすと考えており、各種の会社情報を適時、適切にかつ積極的に開示することによ
って、株主の皆様やその他外部からのチェック機能を高め、経営の透明度を高めることを今後と
も充実させていきたいと考えております。

（3）会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定
が支配されることを防止するための取組み
当社は、2019年５月９日開催の取締役会において、(1)で述べた会社支配に関する基本方針に

照らし、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を継
続することを決議いたしました。
本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券

等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の
買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社
取締役会が同意した者による買付行為を除きます。かかる買付行為を以下「大規模買付行為」と
いい、かかる買付行為を行う者を以下「大規模買付者」といいます。）が行われる場合に、①大
規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供
し、②当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ③取締役会又は株主総会が新株予約
権の発行等の対抗措置の発動の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、とい
う大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の
利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権の発行等を利用することにより抑止し、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。



当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取
締役宛に大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された
意向表明書を提出することを求めます。さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表
明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき株主の皆様の判断及び当社取締役
会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。但し、大規模買付者からの情報提供の迅速
化と、当社取締役会が延々と情報提供を求める等の恣意的な運用を避ける観点から、情報提供期
間を、必要情報リストを大規模買付者に交付した日の翌日から起算して60日間に限定し、仮に
必要情報が十分に提出されない場合であっても、情報提供期間が満了したときは、その時点で情
報提供にかかる大規模買付者とのやり取りを打ち切ります。
次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必

要情報の提供を完了した後又は情報提供期間が満了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみ
とする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の
場合）（最大30日間の延長がありえます。）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代
替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けなが
ら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の企業価値検討委員会の勧告
を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表します。また、当社取締
役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、
当社取締役会としての代替案を提示することもあります。
当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するた

めの諮問機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外
監査役及び社外有識者の中から選任された委員からなる企業価値検討委員会を設置し、大規模買
付者が大規模買付ルールを遵守しないため対抗措置を発動すべきか否か、大規模買付行為が当社
の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置を発動すべきか否
か、対抗措置の発動の可否につき株主総会に諮るべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断に
際しては、企業価値検討委員会に諮問することとします。企業価値検討委員会は、①大規模買付
者が大規模買付ルールを遵守しないため対抗措置発動を勧告した場合、②大規模買付者による大
規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措
置発動を勧告した場合、及び③大規模買付者による大規模買付行為ないしその提案内容の評価、
検討の結果、対抗措置の不発動を勧告した場合を除き、新株予約権の発行等の対抗措置の発動の
可否につき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会に勧告するものとします。
当社取締役会は、株主総会決議に従って、又は取締役としての善管注意義務に明らかに反する

特段の事情がない限り企業価値検討委員会の上記勧告を最大限尊重し、新株予約権の発行等の対
抗措置の発動又は不発動に関する会社法上の機関としての決議を遅滞なく行うものとします。対
抗措置として新株予約権の発行を実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１
円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるも



のとし、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や
当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の
取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会又は株主総会
が対抗措置の発動を決定した後も、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、企業価値
検討委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の変更又は停止を行うことがありま
す。当社取締役会は、上記決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。
本対応方針の有効期限は、2019年６月26日開催の定時株主総会においてその継続が承認され

たことから、当該定時株主総会の日から３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとし、以後も同様とします。なお、本対応方針の有効期間中であって
も、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、関係法令の整備や、金融商品取
引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあり
ます。
なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

https://www.shofu.co.jp/ir/）に掲載する2019年５月９日付プレスリリースをご覧下さい。

（4）具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
前記(2)の当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方

針の実現に資する特別な取組みは、そこに記載したとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の
利益を向上させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは
なく、当社の基本方針に沿うものです。
また、(3)会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針の決定が支配されることを防止するための取組みに記載した本対応方針も、そこに記載したと
おり、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるために導入されたものであり、当社
の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。特に、本
対応方針は、当社取締役会から独立した組織として企業価値検討委員会を設置し、対抗措置の発
動・不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、企業価値検討
委員会が株主総会に諮る必要がないと判断する限定的な場合を除き、原則として株主総会決議に
よって対抗措置の発動の可否が決せられること、本対応方針の有効期間は３年であり、その継続
については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客
観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するも
のであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。



連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本
合 計

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 5,968 6,097 14,116 △145 26,037
会計方針の変更による累積的影響額 △0 △0

会計方針の変更を反映した当期首残高 5,968 6,097 14,116 △145 26,036
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △604 △604
親会社株主に帰属する当期純利益 2,546 2,546
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 25 30 56
連結範囲の変動 △57 △57
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － 25 1,885 30 1,941
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 5,968 6,123 16,001 △115 27,978

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計そ の 他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累 計 額

その他の
包括利益
累計額合計

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 3,457 △114 644 3,987 116 57 30,198
会計方針の変更による累積的影響額 △0

会計方針の変更を反映した当期首残高 3,457 △114 644 3,987 116 57 30,197
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △604
親会社株主に帰属する当期純利益 2,546
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 56
連結範囲の変動 △57
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △31 827 △2 793 － 7 801

当 期 変 動 額 合 計 △31 827 △2 793 － 7 2,742
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 3,426 713 641 4,781 116 64 32,940



連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 18社
連結子会社の名称
株式会社 滋賀松風、株式会社 松風プロダクツ京都、株式会社 ネイルラボ、
松風バイオフィックス 株式会社、SHOFU Dental Corp.、Nail Labo Inc.、
SHOFU Dental GmbH、Merz Dental GmbH、Digital Dental Services GmbH、
Advanced Healthcare Ltd.、上海松風歯科材料有限公司、
松風歯科器材貿易(上海)有限公司、台湾娜拉波股份有限公司、
SHOFU Dental Asia-Pacific Pte. Ltd.、SHOFU Dental India Pvt. Ltd.、
SHOFU Dental Brasil Comercio de Produtos Odontologicos Ltda.、
SHOFU Products Vietnam Co., Ltd.、Smart Dentistry Solutions Inc.
上記のうち、Smart Dentistry Solutions Inc.については、当連結会計年度において重
要性が増したため、連結の範囲に含めております。

非連結子会社の数 １社
非連結子会社の名称
SHOFU MEXICO S.de R.L.de C.V.

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金
（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであ
ります。

２．持分法を適用した関連会社の名称等
関連会社の名称
サンメディカル株式会社



３．持分法を適用しない非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称
SHOFU MEXICO S.de R.L.de C.V.
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持
分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微
であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち上海松風歯科材料有限公司及び松風歯科器材貿易(上海)有限公司の決算日
は、12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、連結子会社の事業年度に係る
計算書類を使用しております。
ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っており
ます。

５．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平
均法により算定しております。）

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法
②棚卸資産
主として先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）



（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
主として定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附
属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ２～60年
機械装置及び運搬具 ３～17年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に
基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。
②役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しておりま
す。



（4）収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行
義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の
とおりであります。
①デンタル関連事業
歯科治療や歯科技工物製作で使用される、人工歯、研削研磨材、化工品、セメント、
金属、機械器具など、歯科材料・機器を製造・販売しております。このような商品及び
製品の販売については、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

②ネイル関連事業
ネイルケア用品、器具を製造・販売しております。このような商品及び製品の販売に
ついては、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

③その他の事業
工業用材料、機器を製造・販売しております。このような商品及び製品の販売につい
ては、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

（5）その他連結計算書類作成のための重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定額法により按分した額を費用処理しております。
また、海外の連結子会社は主に確定拠出方式を採用しております。



②外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、各連結子会社の決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

③控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しております。

④連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、連結納税制度を適用しております。

⑤連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通
算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２
年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への
移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグ
ループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号
2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資
産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及
び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度
を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８
月12日）を適用する予定であります。

⑥のれんの償却に関する事項
持分法の適用にあたり、発生したのれん相当額について、11年間で均等償却しており
ます。



（会計方針の変更等に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配
が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
これにより、従来は売上原価、販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用、及び
営業外費用に計上していた売上割引について、顧客に支払われる対価として、売上高から減額
しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の
累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計
方針を適用しております。
前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売
掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」にそれぞれ区分表示し、「流動負
債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」及び「その他」にそれぞ
れ区分表示しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は192百万円減少し、売上原価が20百万円、販売費及び
一般管理費が11百万円減少したことにより営業利益は160百万円減少しておりますが、営業外
費用が156百万円減少したことにより、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は
軽微であります。また、利益剰余金期首残高に与える影響についても軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商
品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的
な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用する
こととしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。



（表示方法の変更）
連結損益計算書
前連結会計年度において、独立掲記していた「助成金収入」は、金額的重要性が乏しくなった

ため、「営業外収益」の「その他」に含めております。

（連結貸借対照表に関する注記）
１. 有形固定資産の減価償却累計額 13,150百万円

２．コミットメントライン契約
当社は、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築するため、取引金融機関４行とコミット
メントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。
コミットメントラインの総額 2,000百万円
借 入 実 行 残 高 ―百万円
差 引 残 高 2,000百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の数

普通株式 17,894,089株

２．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
2021年５月26日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 372百万円
１株当たり配当額 21.00円
基準日 2021年３月31日
効力発生日 2021年６月10日

2021年11月４日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 231百万円
１株当たり配当額 13.00円
基準日 2021年９月30日
効力発生日 2021年11月30日



３．当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2022年５月20日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 462百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 26.00円
基準日 2022年３月31日
効力発生日 2022年６月 6 日

４．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的
となる株式の数
普通株式 110,900株

（収益認識に関する注記）
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

デンタル
関連事業

ネイル
関連事業

その他の
事業

日本 12,790 1,350 92 14,233

北米・中南米 3,054 271 － 3,325

欧州 5,659 － － 5,659

アジア 4,372 546 － 4,919

顧客との契約から生じる収益 25,876 2,168 92 28,137

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高（注） 25,876 2,168 92 28,137
（注）外部顧客への売上高は、当社及び連結子会社の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「５．会計方針に関する事項」の「(4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。



（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等を中心とし、資金調達について
は銀行等金融機関からの借入によっております。また、不測の事態に備えて金融機関とコミ
ットメントライン契約を締結しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程等に沿ってリスク低減を図
っております。また、投資有価証券は主として、株式であり、上場株式については月次で時
価の把握を行っております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に長期的な運転資金等を目的とした資金調達であります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注２）
を参照ください。）。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額（＊） 時価（＊） 差 額

（1）受取手形 204 204 －

（2) 売掛金 3,089 3,089 －

（3) 投資有価証券その他有価証券 6,791 6,791 －

（4）買掛金 （928） （928） －

（5）長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む） （1,478） （1,476） 1

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注１）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価

額に近似するものであることから、記載を省略しております。



（注２）市場価格のない株式等
（単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額
関係会社株式（＊） 2,814
非上場株式（＊） 20

（＊）これらについては「その他有価証券」には含めておりません。また、関係会社株式に持分法適用関
連会社を含めております。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
の３つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算

定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い

て算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区 分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 6,791 － － 6,791

資産計 6,791 － － 6,791



（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区 分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

受取手形 204 204

売掛金 3,089 3,089

資産計 － 3,294 － 3,294

買掛金 928 928
長期借入金(1年内返済予定の
長期借入金を含む） 1,476 1,476

負債計 － 2,404 － 2,404

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。
受取手形、売掛金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リス
クを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
買掛金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済
期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル
２の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、
割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(１株当たり情報に関する注記)
１株当たり純資産額 1,841円55銭
１株当たり当期純利益 143円22銭



株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計配 当

準備金
固定資産
圧 縮
積 立 金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

2021年４月１日残高 5,968 6,071 26 6,097 1,118 260 8 740 8,798 10,925
会計方針の変更による累積的影響額 △0 △0

会計方針の変更を反映した当期首残高 8,797 10,924
当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩 △0 0 －
剰余金の配当 △604 △604
当期純利益 1,693 1,693
自己株式の取得
自己株式の処分 25 25
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 25 25 － － △0 － 1,089 1,089
2022年３月31日残高 5,968 6,071 52 6,123 1,118 260 8 740 9,887 12,013

株主資本 評価・換算
差 額 等

新株予約権 純資産
合 計自己株式 株主資本

合 計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

2021年４月１日残高 △145 22,846 3,457 3,457 116 26,420
会計方針の変更による累積的影響額 △0 △0

会計方針の変更を反映した当期首残高 22,845 26,419
当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩 － －
剰余金の配当 △604 △604
当期純利益 1,693 1,693
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 30 56 56
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △31 △31 － △31

当 期 変 動 額 合 計 30 1,145 △31 △31 － 1,113
2022年３月31日残高 △115 23,990 3,426 3,426 116 27,533



個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式………移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定しております。）

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 及 び 製 品
仕 掛 品 先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
原材料及び貯蔵品

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法によっております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に
基づく定額法によっております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。



（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
ただし、当事業年度は年金資産が退職給付債務を超過しているため、当該超過額を前払
年金費用として計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる
方法については給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用
処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）に
よる定額法により按分した額を費用処理することとしております。

（3）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。
デンタル関連事業
歯科治療や歯科技工物製作で使用される、人工歯、研削研磨材、化工品、セメント、
金属、機械器具など、歯科材料・機器を製造・販売しております。このような商品及び
製品の販売については、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の
当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純
額を収益として認識しております。

５．控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しております。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。



７．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

８．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなりま
す。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直
しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２
月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前
の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方
法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用す
る場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を
適用する予定であります。

（会計方針の変更等に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧
客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識す
ることとしております。これにより、従来は売上原価、販売費及び一般管理費として計上して
いた一部の費用、及び営業外費用に計上していた売上割引について、顧客に支払われる対価と
して、売上高から減額しております。また、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る
対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財の提供における当社の役割が代理人
に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益
を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積
的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適
用しております。
前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他の流動負債」は、
当事業年度より「契約負債」及び「その他の流動負債」に含めて表示しております。



この結果、当事業年度の売上高は353百万円減少し、売上原価が183百万円、販売費及び一
般管理費が11百万円減少したことにより営業利益は159百万円減少しておりますが、営業外費
用が156百万円減少したことにより、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であ
ります。また、利益剰余金期首残高に与える影響についても軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融
商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用す
ることとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 8,210百万円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短 期 金 銭 債 権 1,413百万円
長 期 金 銭 債 権 892百万円
短 期 金 銭 債 務 373百万円

３．コミットメントライン契約
当社は、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築するため、取引金融機関４行とコミット
メントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。
コミットメントラインの総額 2,000百万円
借 入 実 行 残 高 ―百万円
差 引 残 高 2,000百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

売 上 高 5,162百万円
仕 入 高 2,675百万円
販売費及び一般管理費 13百万円
営業取引以外の取引高 1,079百万円



（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の株式数

普 通 株 式 105,013株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
貸 倒 引 当 金 3百万円
未 払 費 用 163百万円
株 式 評 価 損 298百万円
役 員 退 職 慰 労 金 47百万円
減価償却限度超過額 80百万円
そ の 他 282百万円
繰延税金資産小計 875百万円
評 価 性 引 当 額 △379百万円
繰延税金資産合計 496百万円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △1,466百万円
固定資産圧縮積立金 △3百万円
前 払 年 金 費 用 △106百万円
繰延税金負債合計 △1,576百万円
繰延税金負債の純額 △1,080百万円



（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

属性 会社等の名称
議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社
Merz
Dental
GmbH

所有直接
100％

資金の貸借
営業取引
役員の兼任

資金の貸付 110
関係会社
長期貸付金 556資金の回収 40

利息の受取
（注） 2

子会社

SHOFU
Products
Vietnam
Co.,
Ltd.

所有直接
100％

資金の貸借
営業取引
役員の兼任

資金の貸付 302
関係会社
長期貸付金 336

利息の受取
（注） 1

（注）取引条件及び取引条件の決定方針
資金の貸付については市場金利を勘案して決定しております。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報
「５. 会計方針に関する事項」の「(4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,541円23銭
１株当たり当期純利益 95円23銭


